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急速眼球運動計測・解析装置一式

仕様書

令和５年１０月

国立大学法人浜松医科大学
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1.

2.

3. リモート計測用インタフェース　１個

4. 実験刺激作成およびデータ解析ソフト　１個

5. 乳幼児計測用赤外光オプション　１個

3.1.　

3.2.　

3.3.　

3.4.　

4.1.　

4.1.1.　入札機器は入札時点で製品化されていること。製品化されていない場合
は納期までに製品化され、仕様書に記載する技術的要件を全て満たすこ
とが可能である旨を証明する技術的資料、開発計画書及び確約書を提出
すること。

4.1.2.　調達物品に備えるべき技術的要件で示す「可能であること」、「有する
こと」等の仕様については納入の時点において全て実現していること。

入札機器の性能等が技術的要求を満たしているか否かの判定は、本学技術審査委員
において、入札機器に係る技術仕様書を含む入札説明書で求める提出資料の内容を
審査して行う。

4.　その他

技術仕様等に関する留意事項

Ⅰ：仕様書概要説明

3.　技術的要件の概要

本調達物品に係る性能、機能及び技術等(以下「性能等」という。)の要求要件(以
下「技術的要件」という。)は、「Ⅱ：調達物品に備えるべき技術要件」に示すと
おりである。

技術的要件はすべて必須の要求要件である。

必須の要求要件は本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性
能等がこれらを満たしていないとの判断がなされた場合には、不合格となり、落札
決定の対象から除外する。

急速眼球運動計測・解析装置一式

（構成内訳）

急速眼球運動計測装置 本体 １台

設置用アーム １個

1.　調達の背景及び目的

　当センターは乳幼児、および発達障害を持つ小児・成人を対象とした高精度の急速眼球
運動計測を脳波計測と同時に行い、北米や欧州の研究機関と共通のプロトコルでの計測実
施による多施設データ統合を行えるような計測系の確立を目指している。時間解像度の高
い脳波とあわせて高精度な視線計測を乳幼児から成人までの幅広い年齢層を対象に行うこ
とで、先進的な発達研究・発達障害研究の実現に役立つと期待される。
　今回購入する「急速眼球運動計測・解析装置一式」を用いることで、視線・脳波同時計
測データの国際間における統合が可能となる。
　上記の理由により本機器を購入する。

2.　調達物品名及び構成内訳
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4.2.  

4.2.1.  提案に関しては、提案システムが本仕様書の要求要件をどのように満た
すか、或いはどのように実現するかを要求要件毎に具体的かつ、わかり
やすく、資料等を添付する等して説明すること。本仕様書の要求要件に
対して、単に、「はい、できます。」、「はい、提案します。」、「有
します。」といった回答の提案書では評価に支障を来たすので、その実
現方法等や実証データ等を添え、具体的説明を行うよう留意されたい。
従って、審査するに当たって提案の根拠が不明確、説明が不十分で技術
審査に重大な支障があると本学技術審査職員が判断した場合は、要求要
件を満たしていないものと見なし、不合格とする。

4.2.2. 提案された内容等について、問い合わせやヒアリングを行うことがある
ので、提出資料等に関する照会先を明記すること。

1.1.

1.1.1.　国内20カ所以上の大学、研究施設で使用されている実績があること。

1.2.

1.2.1.　近赤外光は小児用の940nmに対応し、人体への影響がないこと。

1.2.2.　額や頬にマーカーを貼付することにより頭部の動きをモニタリングで
き、完全頭部固定フリーでの計測が可能であること。

2.1.

2.1.1. サンプリングレートは両眼同時に2000Hz以上であること。

2.1.2. 注視点精度は0.15°以上であること。

2.1.3. エンドツーエンドサンプル遅延は1.4mSec以下であること。

2.1.4. 注視点のX座標、Y座標、瞳孔径、イベント（注視、まばだき、サッカー
ドの開始、終了時刻）を自動算出できること。

2.1.5. 解像度は0.01°以上であること。

2.1.6. 眼球追跡範囲は　水平方向32°、垂直方向25°以上であること。

2.1.7. 頭部運動許容範囲は5cm（水平/垂直）、2cm（奥行方向）以上であるこ
と。

2.1.8. 頭部運動許容スピードは 100cm/Secであること。

2.1.9. 頭部運動時の閉眼による追跡ロスを最小限に抑えることが可能であるこ
と。

2.2.

2.2.1 多様なタスク環境に対応できるようアーム部が３軸方向に調整可能であ
ること。

提案に関する留意事項

急速眼球運動計測装置 本体については以下の要件を満たすこと。

設置用アームについては以下の要件を満たすこと。

Ⅱ：調達物品に備えるべき技術的要件

【性能、機能に関する要件】

2.性能、機能に関する要件

1.   包括的機能要件

国内外の運用実績としては、以下の要件を満たすこと。

基本性能としては、以下の要件を満たすこと。
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2.3. リモート計測用インタフェースについては以下の要件を満たすこと。

2.3.1 あご台等での頭部固定を行わない視線計測が可能であること。

2.4 実験刺激作成およびデータ解析ソフトについては以下の要件を満たすこと。

2.4.1 視覚刺激や聴覚刺激の呈示の正確な時間制御、およびトリガー信号出力
を利用した脳波計との同期が可能であること。

2.4.2 サッケード、注視、まばたきの開始・終了時刻の出力、およびサッケー
ドの速度・加速度の出力が可能であること。

2.4.3 任意に作成したエリア内でのイベント出力が可能であること。

2.5. 乳幼児計測用赤外光オプションについては以下の要件を満たすこと。

2.5.1 アイカメラの近赤外光が890nmと小児用の940nmを選択可能であること。

1.1.  

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

3.1.  

3.2.

3.3.

3.4.

本調達機器の設置に関し、機器の搬入、据付、配線、配管、接続、調整について
は、本学の教育・研究業務に支障をきたさないよう、本学職員と協議の上その指示
によること。

本学が用意した一次側設備（電気設備、給排水設備、空調設備）以外に必要となる
設備がある場合は、本学担当者と協議して指示に従い、その費用は本調達に含むも
のとする。

納入予定日を事前に本学職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了するこ
と。

平日の10時から16時30分に関しては、迅速に連絡ができる体制であること。（年末
年始を除く）

故障時の体制として、連絡を受けてから２営業日以内（保証期間外であれば５営業
日以内）に連絡があること。

故障・修理において、装置が長期間停止することがないように、修理部品、消耗品
の補充体制および代替機（有償でも可）の設置体制がとられていること。

搬入，据付に関しては，建物及び製品の損傷に十分留意し，必要に応じて建築物に
養生を行い，損傷を与えた場合は速やかに原状回復すること。

【性能、機能以外に関する要件】

１． 設置条件等

梱包材料などのゴミ類を持ち帰ること。

2.  保守体制等

納入検査確認後1年間は、装置の不具合等についての問い合わせに対し、無償で点
検、調査に応じること。

納入検査確認後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じるこ
と。

4.　教育・支援体制

3.  障害支援体制等

通常の使用で発生した故障の修理を実施する体制を整えていること。

本調達機器は、本学子どものこころ発達研究センターに搬入し、指定場所
に設置すること。
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4.1.

4.2.

5.1.  

5.2.

5.3.

取扱説明書および簡易操作マニュアルを備えていること。

日本語による動画マニュアルを公開していること。

簡易操作マニュアルは、日本語版と英語版１部ずつ提供すること。

5.  取扱説明書・操作マニュアル

その他、上記に記載がない事項については、本学職員と打合せ、その指示に従うこと。

本学職員への教育訓練は、本学が指定する日時、場所で行うこと。

本調達機器の運用を円滑に実現するため、常時対応できる体制であること。
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